
予算第３０号

補正予算

令 和 元 年 度

道事業特別会

（　第　２　号　）

計　　新見市簡易水



予算第 ３ ０ 号

令和元年度新見市簡易水道事業特別会計補正予算 （ 第 ２ 号 ）

令和元年度新見市の簡易水道事業特別会計補正予算 （ 第 ２ 号 ） は 、 次に定め る と こ ろ に

よ る 。

 （ 歳入歳出予算の補正 ）

第 １ 条 　 歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ れぞれ ７ ９ ， ３ ５ １ 千円 を 追加 し 、 歳入歳出予 　

 算の総額 を 歳入歳出そ れぞれ １ ， ３ ０ ５ ， ２ ５ ９ 千円 と す る 。 　

２ 　 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分 ご と の金額並びに補正後の歳入歳出予 　

 算の金額は 、 「 第 １ 表 　 歳入歳出予算補正 」 に よ る 。

 　 　

 （ 地方債の補正 ）

第 ２ 条 　 地方債の変更は 、 「 第 ２ 表 　 地方債補正 」 に よ る 。 　

 　

　 　

 令和 年 月 日 　 提出

 　

 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 新見市長 　 池 　 田 　 一 三

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

二

元 ９ ２
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7 514,842 20,000 534,842

1 他会計繰入金 514,842 20,000 534,842

9 10,000 44,761 54,761

1 繰越金 10,000 44,761 54,761

11 14,821 8,390 23,211

11 雑入 14,821 8,390 23,211

13 342,700 6,200 348,900

5 市債 342,700 6,200 348,900

1,225,908 79,351 1,305,259

繰入金

繰越金

諸収入

市債

歳　　入　　合　　計

補　正　額

 千円

第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円
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1 821,459 79,351 900,810

1 水道管理費 346,366 79,351 425,717

2 建設改良事業費 470,093 0 470,093

1,225,908 79,351 1,305,259

水道費

歳　　出　　合　　計

歳　　出

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円
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　第２表　　地方債補正

補正
前に
同じ

　変　　更

起債の
目　的

補 正 前 補 正 後

限 度 額
起債の
方　法

利 率
償 還 の
方 法

限 度 額
起債の
方　法

利率
償還の
方　法

（単位　千円）

補正
前に
同じ

補正
前に
同じ

簡易
水道
事業

183,600 普通
貸借
又は
証券
発行

　５．０％
以内(ただ
し、利率見
直し方式で
借り入れる
資金につい
て、利率の
見直しを
行った後に
おいては、
当該見直し
後の利率)

　政府資
金につい
ては、そ
の融資条
件によ
る。銀行
その他の
場合に
は、その
債権者と
協定した
融資条件
によるも
のとす
る。
　ただ
し、市財
政の都合
により、
据置期間
及び償還
期限を短
縮し、も
しくは、
繰上償還
又は低利
に借換え
すること
ができ
る。

186,700

162,200 159,100
　
過疎
対策
事業
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歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

（　第　　２　　号　）

新 見 市 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計
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１　総　　括

（歳　　入）

7 繰入金 514,842 20,000 534,842

9 繰越金 10,000 44,761 54,761

11 諸収入 14,821 8,390 23,211

13 市債 342,700 6,200 348,900

1,225,908 79,351 1,305,259

 千円  千円

歳　　入　　合　　計

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補　正　額 計

 千円
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（歳　　出）

1 水道費 821,459 79,351 900,810

1,225,908 79,351 1,305,259

 千円

歳　　出　　合　　計

款 計

 千円

補正前の額

 千円

補　正　額
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国県支出金 地　方　債 そ　の　他

6,200 28,390 44,761

0 6,200 28,390 44,761

特　　　　　　　　定　　　　　　　　財　　　　　　　　源
一　般　財　源

 千円  千円  千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

 千円
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342,700 6,200 348,900計

1 342,700 6,200 348,900簡易水道債

　５項　市債 6,200千円

１３款　市債 6,200千円

14,821 8,390 23,211計

1 14,821 8,390 23,211雑入

１１項　雑入 8,390千円

１１款　諸収入 8,390千円

10,000 44,761 54,761計

1 10,000 44,761 54,761繰越金

　９款　繰越金 44,761千円

　１項　繰越金 44,761千円

計 514,842 20,000 534,842

1 514,842 20,000 534,842一般会計繰入金

補正前の額 補　正　額 計

 千円  千円

20,000千円

20,000千円

 千円

　７款　繰入金

　１項　他会計繰入金

２　　歳    入

目
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                                 ７款　繰入金　　９款　繰越金　１１款　諸収入　１３款　市債

債

建設改良事業 6,2001 簡易水道建設改良工事費充当 6,200

雑入 8,3901 水道施設移設補償費 8,390

繰越金 44,7611 繰越金 44,761

金
水道維持費 24,000

一般会計繰入 20,0001 改良工事費 △4,000

 千円  千円

節

区　　分 金　　額
説　　　　　　　　　　　　　　明
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0470,093計 470,093 00 △4,0004,000

△4,000

繰入金

△4,0004,000

79,351千円

0千円

104,78003 改良事業費 104,780

　２項　建設改良事業費

　１款　水道費

79,351346,366計 425,717 44,7610 32,3902,200

8,390

諸収入

24,000

繰入金

2 水道維持費 142,945 44,76132,3902,200

 千円 千円

222,29679,351

79,351千円

79,351千円

目 補正前の額

 千円  千円

補正額

地方債

計

 千円 千円  千円

３　　歳    出

補　正　額　の　財　源　内　訳

一般財源
その他国県支出金

特　　　　定　　　　財　　　　源

　１款　水道費

　１項　水道管理費
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　　１款　水道費

財源更正

維持補修用材料費 2,70016 2,700原材料費

15 16,879工事請負費 施設整備工事費 16,879

基幹管路基本計画策定業務委託料 5,940
漏水調査委託料 3,080

13 17,223委託料 施設管理委託料 8,203

42,549

説　　　　　　　　　　　　明
金　　額

11 42,549需用費 修繕料（維持）

千円 千円

区　　分

節
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２ 災 害 復 旧 債 25,900

地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに

区　　　　　分
前前年度
末現在高

前年度末
現 在 高

当　該　年　度　中

当 該 年 度 中 起 債 見 込 額

補 正 前
の 額

補 正 額 計

6,200 

(1) 簡 易 水 道 事 業 3,510,303 3,472,215 183,600

１　 準 公 営 企 業 債 4,380,723 4,410,976 342,700

3,100 

348,900

186,700

3,100 (2) 過 疎 対 策 事 業 870,420 938,761 159,100 162,200

合　　　　　計 4,380,723 4,436,876 342,700 6,200 348,900

(1) 災 害 復 旧 事 業 25,900
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（単位　千円）

25,900

計

当該年度末における現在高の見込みに関する調書

増　減　見　込　み
当該年度
末現在高
見 込 額

当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額

補 正 前
の 額

補 正 額

3,437,002

333,647 333,647 4,426,229

221,913 221,913

111,734 111,734 989,227

333,647 333,647 4,452,129

25,900
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